
施術のガイドライン 

 

本ガイドラインは、TSUKI ACADEMY 会員規約にて規定される「施術のガイドライン」で

す。TSUKI ACADEMY にてご習得頂いた施術方法や知識を実践する際は、以下の内容をよ

く読み、法令やこれに関係するガイドライン等に違反しないようにご注意ください。 

 

１ 医療行為の禁止 

 TSUKI ACADEMY で習得いただける施術方法や知識は、美容に関するもの（肌につやが

出る、髪にこしが戻る等）であり、それによって怪我や病気を治癒することを目的とするも

のではありません。施術を行う際には、以下の内容に注意してください。 

 

‐あくまでも施術の目的は美容のために行うものであることを伝えてください。 

‐頭痛が治る、肩の痛みを和らげる等、体の不調が改善するような効果があることやそのよ

うな効果が期待できることを伝えることはしないでください。 

‐お客様が特定の病気に罹患している疑いがあることに気が付いたとしても、具体的な疾

患名を判断したり、お客様に伝えたりすることはしないでください。 

‐TSUKI ACADEMY で習得していただく施術方法や知識の中には、心身の緊張を弛緩させ

ることを目的としたリラクゼーションマッサージも含まれます。お客様が痛みを感じる強

さでリラクゼーションマッサージをしないでください。 

‐以上の他、お客様が痛みを感じるような施術及びお客様の身体に危険が生じる可能性の

ある施術は絶対にしないでください。 

 

２ 化粧品や医薬品の提供の禁止 

 TSUKI ACADEMY では、アーユルヴェーダの教示に基づき、自然の植物を利用した、各

お客様に最適と考えられるシャンプーやトリートメントの作り方や施術方法を学んでいた

だくことを想定しています。自分でシャンプーやトリートメントを作り、作ったものを自分

の施術で使用する際には、以下の内容に注意してください。 

 

‐TSUKI ACADEMY で習得する知識に基づいて作るシャンプーやトリートメントは、自分

自身に使うか、美容師又は理容師としてお客様に施術をする際にのみ使用するようにして

ください。 

‐お客様に施術をする際には、自社製のシャンプーやトリートメントを利用すること、その

シャンプーやトリートメントが化粧品の登録を受けていないこと（お客様にあわせて施術

ごとにオリジナルでブレンドをした、市販では手に入れることができないシャンプーやト

リートメントを利用すること等）を必ず説明してください。 

‐自分で作ったシャンプーやトリートメントであっても、美容のために効果がある等の効



果効能を伝えて、お客様に贈与や販売をするためには、そのシャンプーやトリートメントを

化粧品として登録をする必要がある可能性があります。化粧品になる場合、化粧品としての

登録をしないと、有償無償を問わず他人に渡すことはできません。 

‐TSUKI ACADEMY で作成方法を習得できるシャンプーやトリートメントは、美容目的の

ものになります。使用する植物によっては、特定の身体機能の回復や増進、疾病の治癒とい

う効果を期待できる場合もありますが、美容以外の効果が期待されるということをお客様

に伝えることはできません。 

‐自家製のシャンプーやトリートメントには、医薬品として承認を受けた有効成分を配合

しないようにしてください。 

 

３ 自己責任での知識の利用について 

 TSUKI ACADEMY では、皆様のお役に立てるように、当社が独自に蓄積した情報やノウ

ハウをお伝えいたしますが、習得した施術方法や知識を用いてお客様に施術を行うのは皆

様になります。そのため、習得した施術方法や知識の利用の是非や有無については、ご自身

で判断の上で、自己の責任でご利用ください。 


